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未払いの料金があるなどと、架空の事実を口実として、

金銭などをだましとる詐欺の手口です。

◎ 主なだましの口実は・・・

相手に連絡をしてしまうと、犯人から、言葉巧みに誘導されて、

コンビニで電子マネーを購入するよう指示され、そのカード番号

を犯人に伝える方法でお金をだましとられます。

一番多いのは、サポート詐欺です。【１３件中９件】

次は「高額当選金」の受取手数料を請求するもの。【１３件中４件】

◎ サポート詐欺とは・・・
パソコンでインターネットを閲覧中、けたたましい警告音と一緒にパソコンの

画面に「ウイルスに感染。サポートに連絡してください。○○－▲▲▲▲－

××××」と表示が出て、連絡すると、片言の日本語を話すオペレーター等

から、そのサポートなどの対応料金として多額のお金を請求されます。

こんなときは、あわてず

突然、携帯電話のメールやショートメッセージに現金が当選したとメールが届きます。

メールに添付されたURLにアクセスすると、「サイトへ登録しないと受け取れない、登録には

お金がかかる」等と言われ、登録手続きや送金手数料などの費用を請求されます。

◎ 「高額当選金」の受取手数料名目とは・・・

※最新のウイルス対策ソフトを導入することも大切です。
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